
議案第 号 

 

町長 副町長及び教育長の給与の特例に関す 条例の制定について 

 

町長 副町長及び教育長の給与の特例に関す 条例を別紙のとお 制定す  

 

 

成 ６ ６月 日提出 

 

日野町長  景  山  享  弘 

 

 



 

町長 副町長及び教育長 給与 特例 関 条例 

 

。目的) 

第 条 条例 町長 副町長及び教育長 給与を時限的 減 特例措置を行

う 必要 事項を定 を目的  

 

。町長及び副町長 給与 額 特例) 

第 条 成 月 日 成 月 日ま 間。以下 特例期間

いう ) 町長及び副町長 給料月願 日野町特別職 職員 常勤

給与及び旅費 関 条例。 成 日野町条例第 号 以下 特別職給与

条例 いう )第 条 規定 わ 次 掲 し

退職手当 額 算出 基礎 給料月額 同条 定 額  

。 ) 町長  ， 円 

。 ) 副町長 ， 円 

 特例期間 町長及び副町長 期末手当 額 算出 基礎 給料月額

前項 定 額 わ 特別職給与条例第 条 規定 定 給与

月額 算出  

 

。教育長 給与 額 特例) 

第 条 特例期間 教育長 給料月額 日野町教育委員会教育長 給与 勤

務時間そ 他 勤務条件 関 条例。昭和 日野町条例第 号 以下 教育

長給与条例 いう )第 条 規定 わ ， 円

し 退職手当 額 算出 基礎 給料月額 同条 定 額  

 特例期間 教育長 期末手当 額 算出 基礎 給料月額 前項

定 額 わ 教育長給与条例第」条 規定 定 給与月額 算

出  

附 則 

条例 成 月 日 施行  

 


